
  

 

 

◎ 電子レセプトに係るレセプト電算処理システム用コードの使用及び診療報酬明

細書の「摘要」欄への記載事項について 

 
電子レセプトによる請求の場合、診療報酬請求書等の記載要領の別表Ⅰ「レセプト電算処理シス

テム用コード」欄にコードが記載された項目については、令和２年 10 月診療分以降、該当コード

により請求をお願いします。 

 なお、令和２年度の改定により「摘要」欄に記載する事項及び「レセプト電算処理システム用コ

ード」が大幅に増加しておりますので、必ず御確認いただき記載漏れ等に御注意ください。 

 
 
別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧 (歯科) < 一部抜粋 > 

区分 診療行為等名称等 記載事項 

レセプト電算 

処理システム 

コード 

左記コードによる 

レセプト表示文言 

C000 歯科訪問診療料 

訪問診療を行った日付、実施時刻（開始

時刻と終了時刻）、訪問先名（記載例：

自宅、○○マンション、介護老人保健施

設××苑）及び患者の状態を記載するこ

と。 

なお、「診療報酬の算定方法の一部改正

に伴う実施上の留意事項について」別添

２第２章第２部 C０００歯科訪問診療料

の(５)又は（７）に該当し、歯科訪問診

療１又は歯科訪問診療２を所定点数によ

り算定した場合はその理由を記載するこ

と。 

算定日情報 （算定日） 

851100022 訪問診療開始時刻 

851100023 訪問診療終了時刻 

830100348 
訪問診療訪問先名；

****** 

830100349 
訪問診療患者の状

態；****** 

820100380 

（５）イ 容体が急変

し、やむを得ず治療中

断 

820100381 

（５）ロ 著しく歯科

診療が困難な者又は

要介護３以上に準じ

る場合 

820100382 
（７）容体が急変し、

やむを得ず治療中断 
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